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ための情報紙として、毎週お届けします。
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南相馬市からのお知らせ

避難の状況と市内居住の状況

12月20日ＨＰ更新

避難の状況（平成２４年１２月２０日現在）

71,561人平成23年3月11日現在の人口

7,879人計

140人所在不明

5,721人転出

2,018人死亡（震災以外の死亡含む）

その他

18,047人計

(11,054人)（うち福島県外）

18,047人市外の知人宅や借上げ住宅等

(0人)（うち福島県外）

0人市外の避難所

市外避難者

45,635人計

5,422人市内の仮設住宅

5,290人市内の知人宅や借上げ住宅等

0人市内の避難所

34,923人自宅居住

市内居住者

49,027人71,561人計

一部居住制限区域
一部避難指示解除準備区域

35,186人47,116人原町区

13,841人11,603人鹿島区

一部帰還困難区域
一部居住制限区域
一部避難指示解除準備区域

－12,842人小高区

備考
平成24年12月20日
現在の居住者数

平成23年3月11日
現在の人口

市内居住の状況

次ページへ続きます

※3月11日以降の転入者及び他市町村からの避難者を含むため、避難の状況の市内居住者数と合計の数が異なります。
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6,993

1飯舘村

【福島県内市町村別】

2浅川町7只見町27桑折町113須賀川市

2鮫川村7大玉村30田村市116白河市

2天栄村9国見町32鏡石町150伊達市

合 計

3平田村13会津美里町37西郷村165二本松市

5古殿町14小野町41川俣町391新地町

5玉川村14磐梯町45本宮市436会津若松市

1富岡町5北塩原村17下郷町45猪苗代町642郡山市

1広野町6石川町20西会津町60南会津町773いわき市

1矢吹町6矢祭町22三春町60会津坂下町1,728福島市

1柳津町7金山町24棚倉町95喜多方市1,812相馬市

人 数市町村人 数市町村人 数市町村人 数市町村人 数市町村

18,148)(12/134高知県13福岡県46大阪府527神奈川県

18,047合 計4和歌山県15島根県49青森県562栃木県

14※海外5鳥取県17滋賀県54愛知県615千葉県

-宮崎県6香川県17岐阜県88静岡県783茨城県

-山口県8愛媛県20広島県96岩手県868埼玉県

1鹿児島県10三重県30沖縄県109秋田県961東京都

3徳島県11富山県34石川県110長野県1,129新潟県

3奈良県12大分県39京都府112北海道1,275山形県

4熊本県12長崎県40福井県132山梨県2,820宮城県

4佐賀県12岡山県44兵庫県336群馬県6,993福島県

人 数都道府県人 数都道府県人 数都道府県人 数都道府県人 数都道府県

2012.12.20現在 （南相馬市HPより）【都道府県別】

※南相馬市外に避難している人数南相馬市民の避難状況

※1週間ごとに変わります。

みなみそうまチャンネルは、
交流ルームひばりのパソコンとテレビでもご覧いただけます。

パソコン視聴

1. オープニング&今週の番組

2. 桜井市長 年末のご挨拶

3. 南相馬の風景 ～2012年12月原町区～

4. ガンバレシピ第29回～ おせち料理 おろし酢和え ～

5. 農業委員会委員一般選挙 当選証書附与式

6. 「放射線と子ども」第3回 児玉龍彦先生講演

7. 市長への訪問報告

8. ノリノリ体操

アクトビラ配信

1. オープニング&今週の番組

2. 南相馬市復旧・復興市民説明会 後編

3. ガンバレシピ第28回～ おせち料理 いりどり ～

4. スポーツジム 歩み オープン式典

5. 「放射線と子ども」第2回 児玉龍彦先生講演

6. 市長への訪問報告

7. 波乗り体操

番組内容 [12月25日～]

浜通り×さんじょうライフvol.864
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桜井市長 年末のごあいさつ（市長からのメッセージ）

12月25日ＨＰ更新

南相馬市民の皆さん、こんにちは。南相馬市長の桜井勝延でございます。

南相馬市の復興にはまだまだ時間がかかります。

しかしながら、１万人を割ったあの時から、今４万５６００人まで南相馬市に戻って生活

をしていただいております。

市としてもこの間、南相馬市がいち早く立ち直るべく努力してまいりましたが、残念な

がら２０キロ圏内の旧警戒区域については、まだ住むことが許されておりません。

この小高区を中心とする旧警戒区域の皆さんには、まだまだ苦労が多いことと思いま

す。

また南相馬市が分断をされた結果として、本当に「心一つに世界に誇る南相馬市

の再興を」というスローガンが実現するためには、まだまだ時間がかかるかと思います。

皆さんの多くの努力のもとに、子どもたちをいち早く戻せるような努力をしてまいりました

し、今後とも、子どもたちが安心して暮らせる環境づくりに取り組んでまいります。

今年４月１６日に旧警戒区域解除後、南相馬市の小高区に多くの皆さんが入って

いただいて、復興に努力をしていただいてきました。

おかげさまで、前向きな努力の結果として、少しずつ変化が現れておりますし、来年

に向けては、ぜひともこの皆さんの努力をさらに形あるものとして、インフラ復旧に全力で

取り組んでまいりたいと思います。

除染の問題、がれき処理の問題も含めて、まだまだ辛い日々がありますけれども、

南相馬市がいち早く復興するためにも、皆さんのお力がぜひとも必要です。

まだまだ家族の方々がばらばらになっている現状もありますけれども、どうか、市そして

議会、そして市民の皆さんが力を合わせて、この南相馬市復興に努力していきますの

で、ご尽力を心からお願い申し上げます。

また、最後になりますけれども、年の暮れになりまして、皆さんの苦労が本当に来年

に報われて、少しでも来年が良い年になりますよう心からお祈り申し上げます。

皆さんのお幸せとご家族のご多幸を心からお祈り申し上げまして、年末にあたっての

あいさつに代えさせていただきます。

よろしくお願いいたします。ありがとうございました。

平成２４年１２月２５日

南相馬市長

昨年３月11日の大震災、そして東京電力の原発事故

から１年９カ月が経過いたしました。

南相馬市では、あの被災の中で多くの市民が犠牲にな

りました。あらためて、被災され、亡くなられたご家族の皆さ

んに、心からお悔やみとお見舞いを申し上げます。

※おことわり このメッセージはホームページの動画から文字に起こしたものです。
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南相馬市復興計画等の進捗状況について(12月12日現在)

12月19日ＨＰ更新

進捗状況の概要

（旧警戒区域内）

・除染や災害廃棄物処理については、国においてそれぞれの仮置場設置が計画どおり進ん

でおらず、遅れている。道路、水道、下水道などの生活インフラについては、平成24年度中に

応急復旧を終える予定で、概ね計画通りに進捗している。小中学校や生涯学習施設、スポー

ツ施設は平成25年8月末を目途に復旧工事が完了する予定。

（旧警戒区域外）

・除染については、山際で仮置き場の同意を得た5行政区から除染が開始されているが、他の

地区については、仮置き場の設置が決まらず遅れている。水道、下水道については、本復旧

を終え、道路は被災道路122路線のうち73路線が本復旧を完了した。また、防災集団移転事

業は、希望住宅団地ごとにワークショップを開催し、早い地区で平成25年7月頃から順次分譲

が開始できるよう進め、災害公営住宅は、地震により家屋が半壊以上の被害を受けた世帯に

対し入居希望のアンケートを送付し確認中(12月14日まで)。また、津波被災者に対して、再度、

電話による確認作業を実施するなどし、全体の必要な戸数と敷地面積を把握するとともに、早

いところで平成25年9月から供用開始ができるよう推進している。生活インフラは概ね計画通り

に進捗しているが、ほ場整備に関連する事業については、事業同意の関係から遅れている。

各事業の進捗状況についてはホームページをご覧ください。

問い合わせ 復興企画部 企画課 ０２４４－２４－５３５８TEL

浪江町からのお知らせ

浪江町のホームページをリニューアルしました

12月25日ＨＰ更新

平成２４年１２月２５日浪江町のホームページをリニューアルしました。

それに伴い、携帯サイトのＵＲＬが変更となりましたので、下記ＵＲＬを新たに登録していただく

ようお願いします。

浪江町公式携帯サイトURL：http://www.town.namie.fukushima.jp/mobile/

（パソコンからもご覧いただけますが、電話番号へのリンクは無効です）

なお、パソコン用のＵＲＬは、これまでどおり変更はありません。

http://www.town.namie.fukushima.jp/

携帯用ＱＲコード

浜通り×さんじょうライフvol.866
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国民年金のお知らせ

12月20日ＨＰ更新

未支給年金の請求について

年金を受けている方が亡くなったときに、まだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後

に振り込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、その方と生計を同じくし

ていた遺族（1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹 の順位で）が「未支給年

金請求書」を提出いただくことで年金を受け取ることができます。

万が一手続きがお済みでない場合は、お近くの年金事務所または役場までお問い合わせく

ださい。

※亡くなられた方に一定の遺族がいる場合、遺族年金等を受け取ることができます。

年金保険料の免除について

東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い、避難指示・屋内退避指示を受けた市町村

に平成23年３月１１日時点で住所を有していた方は、昨年に引き続き、ご本人からの申請に基

づき、国民年金保険料が全額免除になります。

対象となる期間

【免除・若年者納付猶予】 平成２４年７月分～平成２５年６月分

【学生納付特例】 平成２４年４月分～平成２５年３月分

手続きの方法

免除を希望される場合は、国民年金保険料免除申請書の提出が必要です。

申請書は、お近くの年金事務所または役場に備え付けてありますので、窓口にお越しいた

だくか、電話でお問い合わせください。 （また、ホームページからもダウンロードもできます。）

問い合わせ 浪江町役場 健康保険課 ０２４３－６２－０１７９
平年金事務所 ０２４６－２３－５６１１

TEL

7浜通り×さんじょうライフvol.86

詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

※申請免除の際の留意点
免除申請が承認された期間の年金額は、保険料を納付した場合の年金額の2分の1で
計算されます。
このため、免除申請が承認された期間は、１０年以内であれば、後から保険料を納付
（追納）することができます。追納した期間の年金額は、保険料を納付した場合と同じに
計算されます。
免除申請が承認された期間から３年度以降に追納する場合には、当時の保険料額に経
過した期間に応じて加算額が上乗せされます。
国民年金基金にご加入されている方については、免除申請が承認されますと、国民年
金基金を脱退することになりますので、ご注意ください。

TEL



（測定地:地上高H=1.0m 単位:μSv/h)
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浪江町内公共施設等の空間放射線量測定結果（12月14日測定）

12月19日ＨＰ更新

浪江町が独自に実施した浪江町内小中学校等の空間放射線量の測定結果をお知らせします。

※測定結果については、区域見直しとは関係ありません。
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1.581.861.661.91JR浪江駅（階段） ※3
（除染前：2.61）

0.730.840.820.83コスモス保育園（園庭中央） ※3
（除染前：7.35）

2.983.473.10製材組合（敷地内中央） ※3
（除染前:4.80）

7.29加倉運動公園（出入口付近）

2.012.61酒田上原地内（酒田住宅内）

0.440.57藤橋不動尊（参道入り口）

1.922.282.052.01つしま活性化センター（玄関前） ※3
（除染前：7.44）

1.381.531.611.45津島保育所（所庭中央） ※3
（除染前：10.39）

1.221.531.451.61旧津島保育所（敷地内中央） ※3
（除染前：9.75）

3.353.783.754.11津島地区給食センター（入口） ※3
（除染前：8.02）

0.450.580.520.470.560.58浪江東中学校校庭（中央北東寄り）

0.260.330.270.250.320.25請戸小学校正面玄関（東寄り）

0.330.350.370.370.390.40幾世橋小学校校庭 ※1

0.360.620.520.560.580.56エスエス製薬（株）（ゲート前）

0.160.170.180.190.190.20浪江町役場庁舎 ※1

0.910.991.181.101.091.32浪江日本ブレーキ（株）（ゲート前）

3.033.413.193.453.363.45浪江高等学校校庭（中央北西寄り）

1.111.181.131.201.231.22浪江小学校校庭（中央南東寄り）

1.581.271.711.831.731.30ふれあいセンターなみえグラウンド
（中央北西寄り）※3

4.394.954.635.205.206.33浪江中学校校庭（北側入り口）※2

4.184.754.714.324.183.64大堀小学校校庭 ※1

3.323.893.963.723.683.32中上ノ原A町営住宅 ※1

4.475.215.365.155.214.72苅野小学校校庭 ※1

9.4110.6710.9810.9610.9210.42浪江高等学校津島校校庭 ※1

2.002.282.322.332.352.33津島中学校校庭 ※1、※3

4.485.205.475.395.515.32津島小学校校庭 ※1

5.826.266.087.486.356.65役場津島支所（西寄り）

12/149/128/177/106/155/18測定地

問い合わせ 災害対策課 放射線対策係 ０２４３－６２－０１５２（直通）TEL

※1 2012年4月20日から、測定値を文部科学省発表のモニタリングポストの値を転記

※2 2012年4月20日から、測定場所を校庭から北側入り口に変更

※3 除染モデル実証事業済みか所

浜通り×さんじょうライフvol.868
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双葉町からのお知らせ

9浜通り×さんじょうライフvol.86

応急仮設住宅等の環境放射線量率簡易測定結果について

【測定日：平成２４年１２月７日（金）】 12月14日ＨＰ更新

0.1120.1130.0800.081つくば市：つくば連絡所

0.0670.0720.0560.063いわき市：南台応急仮設住宅

0.0820.0880.0730.088猪苗代町：上川原応急仮設住宅

0.1100.1410.0880.093会津若松市：城前応急仮設住宅

0.2910.2960.1440.154白河市：郭内応急仮設住宅

0.8461.1540.3120.210郡山市：日和田応急仮設住宅

0.3270.2460.1390.133郡山市：喜久田応急仮設住宅

0.5040.5090.3730.325郡山市：富田応急仮設住宅

0.1420.1630.1240.142福島市：さくら応急仮設住宅

0.5860.7590.2660.235福島市：北幹線第二応急仮設住宅

地上1m
測定値

地上5cm
測定値

地上1m
測定値

地上5cm
測定値

敷地内高線量地点
簡易測定値（μSｖ/h）

各集会所提示板前
簡易測定値（μSｖ/h）

測定箇所

問い合わせ 双葉町埼玉支所 住民生活課 ０４８０－７３－６８８０（代）TEL

中間貯蔵施設の現地調査に係る質問事項および回答について

【更新】

双葉町では、これまでも環境省との協議において、中間貯蔵施設の問題点を提起していま

すが、明確な回答が示されず、平成２４年１１月１６日文書による回答を求めました。

平成２４年１１月２１日環境省より回答があり、その内容を精査しましたが、その回答は十分な

ものとは認められず、平成２４年１１月２６日にその旨を通知しています。

町では、平成２４年１２月７日環境省との打合せで明確でないところが多いため、再度回答を

求めたところ、２回目の回答がありました。

※環境省からの２回目の回答内容については、ホームページでご覧いただけます。

12月21日ＨＰ更新

「環境省からの２回目の回答」を
今週号に添付しましたのでご覧ください。

※双葉町の世帯のみ

問い合わせ 双葉町埼玉支所 住民生活課 ０４８０－７３－６８８０(代)TEL
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【平成２４年１２月１８日現在】

双葉町民の避難状況

12月18日ＨＰ更新

3,269人◆福島県外に避難されている方

3,689人◆福島県内に避難されている方

人 数所 在

＊旧埼玉県立騎西高校・・・155人

都道府県別避難状況

1人

-人

3人

2人

18人

-人

-人

5人

6人

4人

9人

1人

人数

徳島県

山口県

広島県

岡山県

島根県

鳥取県

和歌山県

奈良県

兵庫県

大阪府

京都府

滋賀県

都道府県

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

-人

13人

33人

10人

7人

13人

9人

13人

26人

230人

222人

385人

人数

三重県

愛知県

静岡県

岐阜県

長野県

山梨県

福井県

石川県

富山県

新潟県

神奈川県

東京都

都道府県

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

6,937人計207人千葉県12

7人沖縄県471,098人埼玉県11

16人鹿児島県4654人群馬県10

-人宮崎県45155人栃木県9

8人大分県44388人茨城県8

5人熊本県433,689人福島県7

6人長崎県4256人山形県6

3人佐賀県4115人秋田県5

11人福岡県40162人宮城県4

-人高知県3910人岩手県3

5人愛媛県3817人青森県2

-人香川県3715人北海道1

人数都道府県人数都道府県

＊所在不明（情報有り）、海外：21人 ＊震災時に生活実態なし：3人

＊死亡・行方不明：179人（うち災害関連死亡者(12/15現在)：100人、行方不明者：1人）

福島県内市町村別避難状況

-人

36人

4人

22人

24人

-人

2人

38人

18人

-人

-人

-人

-人

-人

人数

鮫川村

塙町

矢祭町

棚倉町

矢吹町

中島村

泉崎村

西郷村

会津美里町

昭和村

金山町

三島町

柳津町

湯川村

市町村

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

19人

36人

-人

-人

-人

15人

-人

-人

7人

3人

9人

7人

3人

-人

人数

会津坂下町

猪苗代町

磐梯町

西会津町

北塩原村

南会津町

只見町

桧枝岐村

下郷町

天栄村

鏡石町

大玉村

川俣町

国見町

市町村

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

5人桑折町14

59人本宮市13

17人伊達市12

3,689人計141人南相馬市11

12人新地町5831人田村市10

1人川内村5352人二本松市9

8人広野町5046人相馬市8

7人小野町4923人喜多方市7

15人三春町4850人須賀川市6

-人古殿町47267人白河市5

-人浅川町461,410人いわき市4

5人平田村45723人郡山市3

-人玉川村44110人会津若松市2

4人石川町43460人福島市1

人数市町村人数市町村

次ページへ続きます
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安否確認について

町民の安否確認等については、下記へお問い合わせください。

【お願い】

お問い合わせは、できるだけＦＡＸまたはＥメールにてお願いします。

また、安否確認等のお問い合わせをＥメールでいただいておりますが、返信不能となる場

合があります。

受信端末においてメール受信の制限をされている方は、［town.futaba.fukushima.jp］をドメ

イン指定受信の設定をお願いいたします。

問い合わせ
双葉町総合受付コールセンター

０１２０－４５５－７７０
０４８０－７３－６９２６
ｓａｉｔａｍａ＠ｔｏｗｎ.ｆｕｔａｂａ.ｆｕｋｕｓｈｉｍａ.ｊｐ

FAX
TEL

E-mail

｢住民意向調査｣ご協力のお願い

12月25日ＨＰ更新

現在、復興庁および福島県と共同で、町外における生活の拠点(仮の町、町外コミュニティ)

の在り方など、今後の双葉町の復興を検討する上で欠かすことのできない皆さまの意向を把

握し、避難期間中の生活環境の整備や、長期避難者に対する施策の具体化のために、住民

意向調査を実施しております。

双葉町では、｢双葉町復興まちづくり計画案｣の策定に向けて町民の皆さまのご意見･ご提案

を計画に反映させるため、｢７０００人の復興会議｣として、ワークショップやインターネット会議、

まちづくりマイノートの配布を実施してきました。この｢住民意向調査｣は、｢７０００人の復興会

議｣に加えて、現時点での町民の皆さまの将来の意向について網羅的に把握し、｢双葉町復

興まちづくり計画案｣の審議に反映させることも目的としています。

避難生活で大変お疲れのこととは存じますが、調査の目的･趣旨をご理解いただき、調査票

にご記入の上、１月８日(火)までに提出(郵送)くださいますようご協力のほどお願いいたします。

なお、調査票は１２月２０日付けで中学生以上のすべての町民の皆さまへ送らせていただい

ております。

問い合わせ
復興庁｢住民意向調査｣お問い合わせセンター

０１２０－５０４－５７０
◆設置期間: 12月21日(金)～12月28日(金)、1月4日(金)～1月8日(火)

10時～17時(土･日･祝日を除く)

TEL
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土地・建物の代替取得に係る各税の特例措置について

大熊町で土地・建物を所有していた方が、避難先で土地・建物を代替取得した場合、以下の

税金の特例措置があります。

登録免許税（国税） 問い合わせ先：お近くの法務局

不動産を取得し、法務局にて登記する際にかかわる税金です。

1. 建物のみの取得の場合

大熊町で所有していた建物と代替取得した建物に対する面積要件はなく、全額免除とな

ります。

※新たな建物の所有者については、大熊町での建物の所有者から見て、同居していた

３親等内の被災親族であれば、免除の対象となります。

（必要書類）

建物所在証明書（登録免許税関係）

2. 土地を先に取得し、後から建物を取得する場合

大熊町に所有していた土地の面積と同等以下、もしくは大熊町に所有していた住宅の面

積の２倍以下であれば、全額免除となります。

ただし、土地の取得に係る登録免許税は、建物を取得する事が前提で免除となるため、

先に土地のみを取得し、しばらく後に建物を取得するという場合は、免除の対象になりませ

ん。

（必要書類）

建物所在証明書（登録免許税関係）

課税台帳記載事項証明書

建物に係る建設工事請負契約書等

印紙税（国税） 問い合わせ先：お近くの税務署

不動産取得の際に取り交わす契約にかかわる税金です。

大熊町で所有していた建物と代替取得した建物に対する面積要件はなく、非課税となります。

また、大熊町で土地を所有していなくても、建物を代替取得するための土地の取得の場合は、

非課税となります。

（必要書類）

建物所在証明書（印紙税関係）

浜通り×さんじょうライフvol.8612

12月25日ＨＰ更新

大熊町からのお知らせ

次ページへ続きます
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不動産取得税（県税）

不動産を取得した際にかかわる税金です。

大熊町で所有していた土地および建物の面積に対して、代替として取得した土地および建

物の面積に応じて免除されます。

※必要書類は都道府県によって違いますので、詳しくは不動産を取得した都道府県の税務

部署にお問い合わせください。

固定資産税（市町村税）

不動産を所有している場合にかかわる税金です。

大熊町で所有していた土地および建物の面積に対して、代替として取得した土地および建

物の面積に応じて免除されます。

※必要書類は市町村によって違いますので、詳しくは不動産を取得した市町村の税務部署

にお問い合わせください。

問い合わせ 大熊町役場会津若松出張所 税務課 ０１２０－２６－３８４４TEL

平野復興大臣が退任のあいさつに訪れました

平野達男復興大臣が１２月２２日、退任のあいさつのため役場会津若松出張所を訪れ、渡辺

町長と会談しました。

12月25日ＨＰ更新

平野大臣は「しっかりとした結果はまとめられなかったが、

賠償等、議論できる土台はできたと思う。国主導でやって

いくことは変わってはいけない。しっかりと引き継いでゆ

く」と約束しました。

渡辺町長は「復興にご尽力いただきありがとうございまし

た。ご恩に報いるためにも頑張っていきます」と礼を述べ、

また、町が抱える復興への課題などについて、しっかりと

した引き継ぎを要望しました。
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富岡町からのお知らせ

住民意向調査ご協力のお願い

12月20日ＨＰ更新

現在、復興庁・福島県・富岡町は共同で、町民の皆さまの避難期間中の生活環境の整備や

帰還に向けた諸施策を適切に実施していくうえでの貴重な資料とするため『富岡町住民意向

調査』を実施しております。

１２月３日付けで広報とみおかと同じ送付先等に調査票をお送りしておりますが、まだお手元

に調査票がある方は、調査の主旨をご理解いただき、お早めにご記入のうえ、ポストに投函く

ださいますよう、お願い申し上げます。

なお、返信の際の郵便切手は不要です。

※平成２４年１１月１日現在で満１８歳以上の方が対象です。

問い合わせ 復興庁・富岡町 『住民意向調査』お問い合わせセンター
０１２０－６７７－０６１

平日 午前１０時～午後５時 （設置期間：12月4日～12月25日）
TEL

住民税・法人町民税について

12月21日ＨＰ更新

個人町県民税（住民税）について

住民税とは、前年中（１月１日から１２月３１日まで）に受け取った収入に対して課税され、翌

年1月１日に住民登録がある市区町村に納める税です。

（前年中に東京電力から就労不能や事業所得の賠償金を受けていれば、それも対象となりま

す）。

課税額は、課税標準額（所得金額から扶養控除等を引いた額)の約１０％で、平成２４年分の

住民税は平成２５年６月から期別ごとに納付する必要があります。

法人町民税均等割の取り扱いについて

東京電力に賠償請求を行っている場合、休業には該当しないため、法人町民税均等割を通

常通り１年分納付していただくこととなります。このような場合、確定申告または修正申告を行

い、税額を納付してください。

なお、所得が発生している場合には、法人町民税割の申告・納付も必要となりますので、併

せてご確認をお願いします。

問い合わせ 税務課 課税係 ０１２０－３３－６４６６（代表）TEL
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年末年始の業務案内

12月21日ＨＰ更新

富岡町役場郡山事務所の一般業務は、１２月２９日（土）～１月３日（木）の期間、休みとなりま

す。

閉庁中の出生届、婚姻届、死亡届などは、日直者が受け付けます。

受付時間は午前８時３０分～午後５時１５分です。

また、各出張所の業務は次のとおりです。

■いわき・三春・大玉出張所

１２月２９日から１月３日まで閉庁（日直者不在となります）

■大玉仮設診療所

１２月２９日から１月３日まで休診

問い合わせ 総務課 総務係 ０１２０－３３－６４６６（代）TEL

平成２５年度 償却資産の申告について

12月25日ＨＰ更新

平成２５年度の償却資産の申告が始まります。

平成２５年１月１日現在、富岡町内に償却資産を所有している事業所・個人事業主の皆さま

が申告対象となります。忘れずに、期限まで申告してください。

提出期限： 平成２５年１月３１日

※パソコン等をご利用されている方は、「平成25年度 償却資産申告の手引」「申告書」を

ホームページからダウンロードして、申告することができます。

（町で配布したタブレット端末からはダウンロードできません）

問い合わせ 〒９６３－０２０１ 郡山市大槻町西ノ宮４８－５
富岡町役場 郡山事務所 税務課 固定資産係

０１２０－３３－６４６６（代） 内線 １３４
０２４－９６１－３４４１

TEL

FAX
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旧警戒区域内に所在する家屋等の解体について

12月20日ＨＰ更新

旧警戒区域内に所在する東日本大震災により損壊した家屋等について、所有者様のご希望

に応じて、環境省が解体を行います。

対象となる家屋等

東日本大震災により損壊した家屋等(住宅、倉庫、事業所等)のうち、次の要件に該当するもの。

(1)り災証明書により「全壊」の判定を受けたもの

(2)り災証明書により「大規模半壊」の判定を受けたもの

(3)り災証明書により「半壊」の判定を受けたもののうち、次のいずれかに該当するもの

・修理を行うことが不可能、または困難なくらいの損壊がある

・損壊により他人の財産に被害を生じさせている

・損壊による人的・物的被害が生じるおそれがある

対象者

「対象となる家屋等」に該当する家屋等の所有者

※「所有者」には、個人のほかに、中小企業基本法第２条に定める中小企業も含みます。

申請方法

申請窓口

・環境省 福島環境再生事務所 浜通り南支所 廃棄物担当

・広野町下北迫字二ツ沼44-15 広野町サッカー支援センター1階

受付時間 午前９時～午後５時、土・祝日を除く。

電話 ０２４０－２５－８９９３

※上記申請窓口までお越しになるのが難しい方は、川内村役場住民課を通じて申請を行うことも可能

です。

必要な書類

①申請書(権利者の同意書を含む)

②申請者の本人確認ができるもの(健康保険証や運転免許証の写しなど)

③り災証明書の写し

※登記がされていない家屋については、申請にあたって、固定資産台帳記載事項証明書、名寄せ帳

などもご用意いただきます。

申請受付期限

申請の受付期限は、平成２５年３月２９日(金)です。

留意点

・ 実際の解体工事の実施は、申請受付期限以降になります。

・ 解体の対象となるのは家屋等の地上部分(基礎を含む地上より上の部分)です。浄化槽などの地下

工作物、擁壁等は解体の対象外です。また、門扉、塀等の工作物も対象外ですが、倒壊が著しく

損壊家屋と一体的に解体する必要があると認められた場合は対象になります。

・ 解体する家屋等に複数の権利者が存在する場合、権利者全員の同意が必要になることがあります。

・ 家財道具等の家屋等からの搬出はいたしませんので、事前にご自身で家財道具等の搬出をしてい

ただくよう、お願いいたします。

川内村からのお知らせ

浜通り×さんじょうライフvol.8616
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郡山市からのお知らせ

年末年始窓口・公共施設情報

12月21日ＨＰ更新

窓口 １２月２９日（土）～１月３日（木）まで休業させていただきます。

024-932-7641（料金課）水道局

024-922-5544市民サービスセンター
（ビッグアイ6階）

各施設へ行政センター・連絡所

戸籍届出書は、年末年始の休業中であっても、市役所分庁舎
1階北西入口にある宿直室でお預かりします。024-924-2131(市民課)市役所

備考電話番号施設名

年末年始休まず開館する公共施設

024-984-1781磐梯熱海スポーツパーク

024-984-2800ユラックス熱海

電話番号施設名

年末年始に休館する公共施設

中央図書館
024-923-660112月28日（金）～1月4日（金）中央図書館分館、

地域図書館

12月28日（金）～1月4日（金）開成館

12月28日（金）～1月4日（金）歴史資料館

024-956-220012月20日（木）～1月4日（金）市立美術館

024-991-761012月28日（金）～1月4日（金）文学の森資料館

1月1日（祝）は展望ロビーも
休館024-936-020112月31日（月）～1月1日（祝）ふれあい科学館

024-924-371512月28日（金）～1月3日（木）ミューカルがくと館

024-934-228812月28日（金）～1月3日（木）市民文化センター

024-957-282812月28日（金）～1月4日（金）逢瀬荘

024-924-296612月28日（金）～1月4日（金）中央老人福祉センター

長寿福祉課
024-924-240112月28日（金）～1月4日（金）寿楽荘

・各地域交流センター

12月29日（土）・30日（日）、
1月2日（水）・3日（木）の営業
時間は9:30～17:00

024-983-227712月28日（金）・31日（月）・
1月1日（祝）・4日（金）サニー・ランド湖南

024-924-219412月28日（金）～1月4日（水）21世紀記念公園

024-947-160012月28日（金）～1月4日（金）カルチャーパーク（体育館）

総合体育館
024-934-150012月28日（金）～1月3日（木）市内体育施設

ガイダンス施設のみ休館024-965-108812月28日（金）～1月4日（金）大安場史跡公園

024-941-271112月31日(月)・１月１日（祝）ペップキッズこおりやま

024-943-041112月29日（土）～1月3日（木）東部地域子育て支援センター

024-945-240412月29日（土）～1月3日（木）南部地域子育て支援センター

024-924-252512月29日（土）～1月3日（木）ニコニコこども館

備考電話番号年末年始休館日施設名

024-984-0350郡山スケート場

024-984-5377磐梯熱海アイスアリーナ

電話番号施設名

問い合わせ 総合政策部 広聴広報課 ０２４－９２４－２０６１TEL
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東日本大震災記録写真集「あの日のふくしま 次代へつなぐメッセージ」

東日本大震災や原子力発電所の事故、風評被害などの災害について、記憶の風化を防ぎ

忘れないようにするため、本県が受けた甚大な被害や震災直後の県内各地の様子、復興へと

歩む本県の姿などをまとめた写真集を発行しました。

問い合わせ 知事直轄広報課 ０２４－５２１－７０１４TEL

福島県からのお知らせ

震災の記憶を次代を担う若い世代をはじめ広く継承し、県民

が一丸となり、夢・希望・笑顔に満ちた「新生ふくしま」を築き上

げるため、本県復興を後押しする一冊となれば幸いです。

※東日本大震災記録写真集は、ホームページでご覧いただけ

ます。

・東日本大震災記録写真集（PDF版）

・東日本大震災記録写真集（電子ブック版）

・東日本大震災記録写真集概要版（PDF版）

交流ルームひばり通信

平成２５年１月６日（日）にひばり内のワックスがけを予定しています。

時間など詳しいことは未定のため、ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。

『ひばりに行ったら、ワックスがけの最中で利用できなかったらどうしよ
う』と心配な方は、お出かけ前に連絡をいただければ、利用可能時間などお知
らせいたします。

＊ワックスがけ作業は１時間程度で終了します。

ひばりスタッフ一同

問い合わせ 交流ルーム ひばり （総合福祉センター内）

０２５６－３３－８６５０

ｈｉｂａｒｉ_ｓａｎｊｏ_ｎｙｈ＠ｙａｈｏｏ.ｃｏ.ｊｐ

[開館時間] 8：30～18：00 [休館日] 毎週木曜日

TEL

E-mail
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19浜通り×さんじょうライフvol.86

問い合わせ 交流ルーム ひばり （総合福祉センター内）

０２５６－３３－８６５０

ｈｉｂａｒｉ_ｓａｎｊｏ_ｎｙｈ＠ｙａｈｏｏ.ｃｏ.ｊｐ

[開館時間] 8：30～18：00 [休館日] 毎週木曜日

TEL

E-mail

今年もあとわずかで終ろうとしています。
避難者の皆さん・お友達と一緒に集まって年越しをしたいと思っていますので、多くの

皆さんの参加をお待ちしています。

◆と き １２月２８日（金）

◆じかん 正午～午後７時頃

◆ところ 交流ルームひばり および 多目的ホール（総合福祉センター内）

〇差し入れ大歓迎です！
☆飲み物・芋煮を用意しています。

㊟お酒を飲む方は乗り合わせでの参加をお願いします。

●お時間がありましたら少しだけでも皆さんのお顔を見せに来てください。
ひばりスタッフ一同

あたたかい服装で
おいでください

待ってますよ～!
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問い合わせ
三条市役所 環境課 防犯・交通係

０２５６－３４－５５１１ 内線 ３８２TEL

年末年始の運行に関するお知らせ

年末年始（12/29～1/3の間）は、「浜通りライナー野馬追号」「市内循環バス」ともに、
運行内容が一部変更になりますのでご注意ください。（1月4日からは通常の運行に戻ります）

通常どおり全便運休通常どおり

1/2～3１/１12/29～31

■市内循環バス「ぐるっとさん」
①南コース

第1便のみ運休全便運休第1便のみ運休

1/2～3１/１12/29～31

■浜通りライナー野馬追号

②Ａ・Ｂ・北コース

全便運休

12/29～1/3

積雪により、バス停②(雇用促進住宅)までバスが入れないことも予想される
ため、臨時のバス停を設置しました。

ご不便をおかけしますが、期間中は臨時バス停をご利用ください。

場所
雇用促進住宅の入口から少し下った十字路

設置期間
平成２５年３月２４日まで

■臨時バス停設置のお知らせ

臨時バス停

雇用促進住宅

通常のバス停

循環バス
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★今年１月にスタートしました版画教室。参加者の方も初めて持つ彫刻刀に悪戦苦闘しな
がらもついに完成しました。

「梅とウグイス」と「龍」をシナベニヤに彫刻刀で彫り、色使いも明るい色を使用して
『私も元気に頑張っていますよという意味を込めて手作りはがきにしました』と話してい
ました。

午前１１時過ぎからスタートし、休憩を挟みながらも終った時刻は午後５時を回ってい
ました。

金子さんと参加者の皆さん シナベニヤに色を塗り、はがきをのせてバレンで擦っている様子

版画で作成したはがき

★すばらしい作品ですね。
指導していただいた金子さん、参加者の皆さん、お疲れさまでした。

ひばりスタッフ
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兵庫県豊岡市の中貝市長さんから、豊岡の市民の皆さんが育てられた野菜などを昨年に引
き続きプレゼントしていただけることになりましたので、避難者の皆さんへお届けします。

受け取り場所
・雇用促進住宅入居者の方……………２号棟 ２０４号室
・雇用促進住宅以外の入居者の方……三条市役所 福祉課 生活支援係

受け取り日
１２月２８日(金) ※忘れずに受け取りにお越しください。

お留守の場合は「引換券」を置いていきますので、
下記のとおり受け取りにお越しください。

お届け日時 １2月２７日（木）午後

「引換券」を
お忘れなく！

問い合わせ
三条市役所 福祉課 生活支援係 （三条市旭町２丁目３番１号）

０２５６－３４－５５１１ 内線 ２８９・２９０TEL

皆さんが良い年を迎えられますよう、お祈りしております。 ひばりスタッフ 一同

発行/三条市総務部政策推進課 三条市旭町二丁目３番１号
Tel 0256‐34‐5511
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024-924-2491郡山市

浪江町:平石高田第二工業団地内

（二本松市北トロミ573番地）

双葉町:旧騎西高校

（埼玉県加須市騎西598-1）
大熊町:会津若松市役所追手町第二庁舎内

（会津若松市追手町2番41号）

富岡町:郡山市大槻町西ノ宮48-5

024-535-1111福島市

市町村名 電話番号 以下の町は役場機能が移転しています。

南相馬市 0244-24-5232

浪江町 0243-62-0123

双葉町 0120-455-770

大熊町 0120-26-3844

富岡町 0120-33-6466

川内村 0240-38-2111

いわき市 0246-25-0500

被災自治体 問い合わせ先一覧

1南相馬市鹿島区

8南相馬市原町区

11郡山市

1福島市

市町村名 世帯数

南相馬市小高区 41

浪江町 8

双葉町 4

大熊町 2

富岡町 2

川内村 1

いわき市 1

三条市に避難している
世帯数( 2012.12.26現在）


